
推進の柱３ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校教育との連携推進 

 

 

相互理解 
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３ 小学校教育との連携推進 
 遊びを中心とした幼児期の教育と、教科等の学習を中心とする小学校教育では、教育

内容や指導方法が異なっていますが、子どもの発達や学びは連続しています。幼児期の

教育と小学校教育の円滑な接続のため、教職員の保育・教育の相互理解を進め、幼稚園・

保育所・認定こども園・小学校の連携推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【推進のための具体的な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針（１）連携・交流の体制づくり 

目標① 幼児・児童の交流活動の推進  

幼児が小学校生活に親しみ、学校生活に期待を寄せたり見通しを持ったりできる

よう、幼稚園・保育所・認定こども園・小学校の交流活動の充実に努めます。 

資料１ 

  

【県】 

○研修会の開催 
・交流活動の進め方   
・交流計画作成  
・幼保小の接続を意識した生活科研修(スタートカリキュラム作成等)  

○幼保小連携担当者の明確化の推進  
○幼保小の交流活動の推進 
 
【設置者】 

○幼保小連携のための関係者会議（連絡協議会）を設置しましょう。 
○地域で幼保小接続に取り組むモデル園を設置し実践を進めましょう。 
 
【幼稚園・保育所・認定こども園・小学校】 

○幼保小連携の担当者を位置付け、窓口を明確にしましょう。 
・教職員の共通理解 

○幼保小の交流活動を行いましょう。 
・相互のねらいを明確にした年間指導計画や指導案の作成  
・事前事後の打ち合わせの実施   
・地域との交流活動の実施 

 

保育・教育の相互理解 
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連携の担当者の位置付け 

連携は必要？      

  回答 幼稚園・保育所（園） 小学校 

１ 必要である １９４園（９８％） １３５校（１００％） 

２ 必要でない １園（０．５％） ０校（  ０％） 

３ どちらでもない   ２園（１％）   ０校（  ０％） 

４ 無回答   １園（０．５％）   ０校（  ０％） 

連携が必要な理由 

修正グラフ 

（％） 

交流計画の作成  

 
幼稚園・保育所       小学校 

【幼保小の連携について】   

鳥取県幼児教育調査（平成２４年 5 月) 

 組織的・計画的・継続的に交流を進めることが重要です。 

見通しを持って連携を進めることができるように、交流の体制づくりに努めましょう。 

スタートカリキュラム 

資料１ 

 POINT 

小学校入学後の一定期間において、児童が

幼児期に体験してきた遊び的要素とこれから

の小学校生活の中心をなす教科学習の要素の

両方を組み合わせた合科・関連的な学習プロ

グラムを工夫していくことが重要です。 
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平成２４年度 スタートカリキュラム （岩美南小学校） 

友達と触れ合う活動から一

日がスタートするように、時

間割が組んであります。 

週ごとに、支援や指導のポ

イントがきめ細かく記入して

あります。 

～小学校の給食はおいしいね 

全部食べたよ～ 
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【推進のための具体的な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

目標② 幼稚園・保育所・認定こども園・小学校教職員の連携・交流の推進 

幼児・児童の実態、教育内容や指導方法について相互理解を深め、円滑な接続に

向けた指導方法の改善を図るため、幼稚園・保育所・認定こども園・小学校の教職

員の連携・交流の充実に努めます。資料２ 

【県】 

○研修会の開催 
・幼保小合同研修の実施 
・「幼保一体化に向けた幼児教育・保育相互理解研修」の実施 

○校種間連携による一貫性のある教育の推進 

○長期社会体験研修の拡充  
 
【設置者】 

○幼保小教職員の相互理解体験研修を開催しましょう。 
○幼保小教職員の連携組織をつくりましょう。 
○長期社会体験研修（小学校教員の保育体験研修）を活用しましょう。 
○幼保小相互の訪問交流による情報の共有を進めましょう。 
 
【幼稚園・保育所・認定こども園・小学校】 

○幼児期の教育・小学校教育の相互理解に努めましょう。 
・目的、指導方法等について  
・幼児期の教育と小学校教育の尊重すべきちがいについて 

○幼保小の交流についての研修を行いましょう。 
・保育体験（小学校教員） 
・小学校TT 授業（幼稚園・保育所教職員） 
・連携をテーマとした公開保育・授業 
・意見交換会・幼保小連絡会  
・合同研修会・研究会 

○幼保小相互の行事等へ積極的に参加しましょう。 
 

基本方針（１）連携・交流の体制づくり 
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写真 

【保育体験、保育・授業の相互参観】 

 

 

 

 

(鳥取県幼児教育調査 平成２４年５月) 

平成 18 年度の調査と比べると、小学校の先生による保育体験や保育参観・保育研修会への参加や、幼稚園・

保育所の教職員による授業参観・授業研究会への参加が増加しています。お互いの生活や学習について理解しよ

うと努めていることが分かります。 

小学校教員の幼稚園・保育所における長期社会体験研修の実施 

学びと指導の鳥取方式「未来を拓く！スクラム教育」の実施 
〈幼児期の教育〉    〈小学校教育〉 

・環境を通しての教育   ⇔ ・教科等の学習 

・興味や関心に沿った教育 ⇔ ・時間割に基づく生活 

・先生や友達と言葉でやり ⇔ ・書き言葉で考える 

とりをする中で考える      （板書を見て学ぶ） 

・直接的・具体的体験の中 ⇔ ・教科書を通して学ぶ 

で学ぶ   

・一人一人のよさをとらえ ⇔ ・絶対評価・目標に準拠 

る個人内評価         した観点別評価 

資料２ 
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【研修生の声】 

「５歳児ってこんなこともできるの

だ！」と驚くことがたくさんありました。

この研修を生かして、子どもの生活と学

びを小学校につなげていきます。 

 

「鳥取県幼保小連携教育推進研修会」 

神長美津子氏講演より 平成 24 年 11 月 

施 策 

施 策 

【長期社会体験研修者・市町村数】H24年度末 

長期社会体験研修者数 ２６名 

実施市町村数 １５市町村 

平成１９年度から、小学校教員の幼稚園・保育所における 1 年間の保育体験研修を実施しています。

幼児の発達や生活などについて学んだことが小学校での教育活動につながっていきます。 

52



  

 

 

 

 

 

 

 

【推進のための具体的な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊アプローチカリキュラム・・・幼稚園・保育所での子どもたちの育ちや学びを小学校につなぐために作成するカリキ

ュラムのこと。カリキュラムの実施期間は一律ではなく、地域や園の実態に応じて調

整することが必要である。「アプローチ」とは、小学校生活の準備、小学校への適応指

導という意味ではない。 

 

 

 

  

基本方針（２）つながりを意識した幼児教育・保育内容の充実  

目標① 接続期のカリキュラムの作成 

 幼稚園・保育所・認定こども園・小学校において、教育・保育課程の編成や指導方

法について研究・実践を進め、発達や学びの連続性を踏まえたカリキュラムの作成に

努めます。資料３ 

  

【県】 

○研修会の開催 

・幼保小合同研修 

・幼稚園教育要領・保育所保育指針・小学校学習指導要領の相互理解研修 

○接続期のカリキュラム(スタートカリキュラム・アプローチカリキュラム（＊）)の作成 

 

【設置者】 

○幼保小の接続に関する研修会を開催しましょう。 

○接続期のカリキュラムを作成しましょう。 

 

【幼稚園・保育所・認定こども園・小学校】 

○接続期のカリキュラムの作成について研究と実践を進めましょう。 

・幼稚園・保育所・小学校（特に低学年）の生活・学習・指導等について 

・体験や主体性を重視した教育・保育課程について 

○遊びの中の「学びの芽」を意識して保育をしましょう。 

○体験入学など、直接的な体験を重視した活動を進め、小学校とのつながりを見通した交流となる

ように工夫しましょう。 

○小学校生活への期待感や児童へのあこがれが持てるような交流にしましょう。 
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連携から接続へと発展するステップ  

ステップ０ 連携の予定・計画がまだない。 

ステップ1 連携・接続に着手したいが、まだ検討中である。 

ステップ２ 年数回の授業、行事、研究会などの交流があるが、 

接続を見通した教育課程の編成・実施は行われていない。 

ステップ３ 授業、行事、研究会などの交流が充実し、接続を見通した 

教育課程の編成・実施が行われている。  

ステップ４ 接続を見通して編成・実施された教育課程について、実践結果 

を踏まえ、更によりよいものとなるように検討が行われている。 

      「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について」(報告)（平成２２年１１月１１日） 

 
 
 
 
 
 
 
 

【平成２２年度、２３年度、２４年度の第１学年での不適応の発生状況】  

 

 

 

 

 

【不適応発生の予防に効果的と思われる対応策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【接続期の連携】 

（小学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H２３ 学校教育実施状況調査 

 

☆学校生活への不適応（小１プロブレム）とは 

小学校に入学したばかりの１年生が、授業中に落ち着いて話を聞くことができ

ず騒いだり勝手に歩き回ったり、注意されると感情的になったりするなど、学校

生活に適応できない状態が続き、学級としての学習規律が成立しない状態へと拡

大していく。これが入学当初から１か月以上継続する。 

計画に位置づけた幼保連

携単元の有無 

スタートカリキュラム作成の有無 

幼児期の終わり～児童期（低学年）  児童期及びそれ以降の時期 

「三つの自立」「学力の三つの要素」 

〈三つの自立〉 
・学びの自立 

・生活上の自立 

・精神的な自立 

〈学力の三つの要素〉 
・基礎的な知識・技能 

・課題解決のために必要な思考力・

判断力・表現力等 

・主体的に学習に取り組む態度 
連続性・一貫性のある教育 

「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について」(報告)（平成２２年１１月１１日） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/070/houkoku/1298925.htm 

(鳥取県幼児教育調査 平成２４年５月) 

資料３ 

 POINT 

教職員の交流などの人的な連携か

ら始め、次第に両者が抱える教育上の

課題を共有し、やがて幼児期から児童

期への教育のつながりを確保する教

育・保育課程の編成・実施へと発展し

ていきましょう。 
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【推進のための具体的な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標② 地域における連携体制の整備 

 幼稚園・保育所・認定こども園・小学校において、協力して幼保小連携が推進で

きるよう関係機関との連携体制づくりに努めます。資料４ 

  

【県】 

○幼児教育関係者と小学校等の関係者による連絡協議会の実施を推進 

 

【設置者】 

○幼児教育の振興に関するプログラムを策定しましょう。 

○市町村幼児教育関係者の連携体制をつくりましょう。  

・小学校区・中学校区等の関係者会議 

○幼保小をつなぐ役割を持つ担当者の確保 

・指導主事の配置 

・長期社会体験研修の活用 

 

【幼稚園・保育所・認定こども園・小学校】 

○中学校区等の関係者会議を活用しましょう。 

・公民館・民生児童委員等との連携 

○幼児・児童の様子や生活の情報を積極的に発信しましょう。 

 

基本方針（２）つながりを意識した幼児教育・保育内容の充実  
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☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      平成２４年度 気高中学校区の連携体制（幼保小連携教育推進研修会実践報告資料より） 

資料11【地域で育てる子ども】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【中学校区の連携体制づくり】  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 「平成２４年度幼保小連携教育推進研修会」実践報告資料より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               トリニティープランしかの推進協議会 リーフレットより 

 

【幼稚園・保育所との連絡協議会の設置】 

 
 
 
 
 
 
 
   H23 学校教育実施状況調査（小学校）   

  

【小学校における幼稚園・保育所との連携の実施】 

 学校がその目的を達成するため、地域や学校の

実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るな

ど家庭や地域社会との連携を深めること。また、

小学校間、幼稚園や保育所、中学校及び特別支援

学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障

害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習や高

齢者などとの交流の機会を設けること。 
「小学校学習指導要領総則」より 

資料４ 
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